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１．九州支部の概要

九州支部は，近畿支部，東海支部に続いて 3番目の

支部として設立され，本年度の 6 月には設立 10 周年

を迎えます。

九州支部の地域は，福岡県，佐賀県，長崎県，大分

県，熊本県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県の 8県とされ

ており，広範囲な地域となっています。

支部の組織構成については，昨年度は，役員会，活

動委員会，高専（九州沖縄地区）委員会，10 周年記念

イベントワーキンググループがありました。活動委員

会は支部設立初期から継続して設置されています。高

専（九州沖縄地区）委員会は昨年度に新設されました。

10 周年記念イベントワーキンググループは，昨年度

に，本年度の支部設立 10 周年記念事業の準備のため

に，役員会と活動委員会と高専（九州沖縄地区）委員

会との間での情報共有も意識したメンバー構成で設置

されました。

支部会員数については，九州支部は，関東支部，近

畿支部，東海支部に続く，4 番目の規模にあります。

九州支部においても，この 10 年間で支部会員は年々

増えてきており，会員数は 200（内訳：主たる事務所

129，従たる事務所 75（2015 年 2 月 28 日現在 日本弁

理士会作成「日本弁理士会会員の分布状況」より））を

超えるまで増えてきています。

福岡県内の支部会員数は全体の半数を大きく超えて

おり，その点では，博多の支部室へは集まり易く，ま
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特集《支部と地域知財》

平成 26 年度日本弁理士会九州支部長 羽立 幸司

九州支部と九州地域の知財について

九州支部は，本年6月22日（支部設立の日）に支部設立10周年を迎えます。九州支部は，7月10日に

予定している支部設立10周年記念事業の準備を進めており，この事業を将来に向けた大きなきっかけにしよ

うとしています。具体的には，将来を見据え，地方創生の流れも踏まえながら，支部の組織改革を進めており，

公的な関係機関や他士業等との関係作りをさらに進めていこうとしています。九州支部は，このような対外的

な連携を，さらに展開し，さらに深めることによって，九州地域の知財の活性化にさらに貢献しようとしてい

ます。そして，九州地域の知財の活性化をさらに図ることは，九州地域の中小企業等のさらなる活性化と，ひ

いては九州地域のさらなる活性化にも繋がるのではないかと考えています。

要 約



とまり易い面があります。その一方で，半数に満たな

い会員が福岡県を除く 7県に分散している状況にあり

ます。

九州支部にとっては，このような会員の分布におけ

る分散状況の他，移動についての配慮が必要な状況に

あります。例えば福岡〜沖縄間の距離は約 850 キロあ

ります。そのため，沖縄県内の会員が支部室に向かう

とすると，飛行機で約 1時間半が必要になります。こ

の飛行機で約 1時間半というのは，福岡〜東京間と同

じ程度になります。

このような移動の負担の点を踏まえ，九州支部の運

営には，役員会の開催日と委員会の開催日を合わせる

だけでなく，研修等も同日に開催するなどの工夫を

し，遠方の支部会員が支部室に集まる負担の軽減を図

るようにしています。

２．九州地域の知財の現状等

（１） 現状

政府の知的財産戦略本部における「検証・評価・企

画委員会」の「地方における知財活用促進タスク

フォース」では，「地方における知財活用促進に関する

基礎資料」という参考資料があります。

それには，「特許出願の地域分布状況」を表している

データとグラフが示されています（出典：特許庁行政

年次報告書 2014 年版を基に知財事務局作成）。その

データによると，北海道：512件(0.2％），東北：1,234

件(0.5％），関東(東京都除く）：23,548件(10.4％），東

京都：117,970件(52.3％），北陸：2,355件(1.0％），東

海：29,043件(12.9％）（うち愛知県：22,740件），近畿：

40,517 件(18.0％）（うち大阪府：29,051 件），中国：

4,601件(2.0％），四国：2,096件(0.9％）となっており，

九州(沖縄県を含む）：2,226件(1.0％）にとどまってい

ます。

また，上記の参考資料には，「弁理士の地域分布状

況」を表しているデータとグラフも示されています

（出典：日本弁理士会作成「日本弁理士会会員の分布状

況」を基に知財事務局作成）。そこに示されているも

のは，北海道：55人(0.4％），東北：100人(0.8％），関

東(東京都除く）：1,558人(12.4％），東京都：6,949人

(55.3％），北陸：94人(0.7％），東海：909人(7.2％）（う

ち愛知県：646人），近畿：2,510人(20.0％）（うち大阪

府：1,833 人），中国：119 人 (0.9％），四国：71 人

(0.6％）となっており，九州(沖縄県を含む）：210人

(1.7％）にとどまっています。

一方で，九州域内の人口は 1300万人を超えており，

域内総生産もスウェーデンと同程度で全国の 1割に近

く，1割経済とも言われています。

これらの数字を見るだけでも，全国的に見ても，九

州地域における知財の活性化の必要性は，言うまでも

ないと思います。

（２） 課題

弁理士業だけでなく他士業でも課題の一つだとは思

いますが，支部の立場で見れば，特に，懸念される課

題は，上記のデータに示されているように，仕事量と

弁理士の数のアンバランスが大きく生じている点で

す。なお，上記のデータでは，例えば，北海道，東北

でも，同じような現象も生じているように思います。

もし，このままの状況が進めば，九州地域で弁理士

として頑張っていくことに，夢を持てないことになっ

てしまいかねません。そうなると，若い優秀な人材が

地域で育って根付くことが極めて困難な状況になって

しまう可能性を否定できないと思います。その結果と

して，地域の中小企業等にとっては，優秀な弁理士が

身近には数として少ないことになり，さらに仕事量が

減るなどの負のスパイラルが進んでいくことになりか

ねないと危惧しています。

（３） 今後

このような厳しい課題もありますが，以下の点で

は，明るい話題もあります。

まず，福岡市は政令指定都市の中での人口増加率で

トップであり，国際戦略特区の流れもあって創業につ

いても勢いがある地域とされています。また，九州の

全域で見ても，商標出願は特許出願ほど低いパーセン

テージではなく，ブランディングに力を入れるなど，

知財と経営との結び付きを意識した姿勢で中小企業等

支援に取り組むことが，現状を打破する突破口になる

可能性があります。さらに，九州地域は沖縄県も含め

た経済連携が進む流れがありますが，例えば，「食」に

ついては，生産高が全国の上位に位置するものが多数

の品目にわたってあるという状況もあり，個別の商品

の他，九州全体でのブランド化を進めている流れもあ

ります。以上のことに加え，国内だけでなく，九州地

域は経済成長が著しいアジアに近いという点があり，

その点での恵まれた外部環境を活かすことで，現状を
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大きく打破できる可能性もあります。

今後，九州では，地元の中小企業等の支援に対して，

弁理士である限り，出願から権利化，紛争対応の視点

は当然の前提として大事ですが，今まで以上に，産業

財産権という視点に留まらず，経営目線で，ブラン

ディングやノウハウ，その他の知的財産・知的財産権，

知的資産という総合的な視点で活動することが重要に

なってくると思われます。加えて，複雑な経営課題に

対応するために，他の士業や公的機関等との連携も，

さらに重要になってくると思われます。

３．支部設立 10周年記念事業の意義等

九州支部の支部設立の日は 6 月 22 日であり，年度

が替わって早い段階で 10 周年を迎えるため，昨年度

からできるだけ前倒しで準備を進めています。

（１） 意義

昨年度のワーキンググループでは，上記の課題を踏

まえながら，10 周年記念事業の意義を特に議論しまし

た。議論の方向性として，九州支部にとって，今まで

の 10 年を振り返ることに重きを置くのではなく，こ

れからの 10 年を見据えることに重きを置いて，将来

のために開催する意義を検討してきました。その検討

の過程では，九州支部が九州地域へさらに貢献するこ

とが重要であり，それを実行していくためにも，支部

の組織を見直すことを行っていきました。

（２） 組織の見直し

その見直しは，まず，昨年度まで福岡県内の会員が

支部長を引き受ける形になっており，長年の課題の一

つであった福岡県外からも支部長を選出できる方向を

模索しました。本年度には，福岡県外からの初の支部

長が生まれることになり，この半年を振り返ると，支

部組織の見直しが本格的に進む大きなきっかけになっ

てきたように思います。

次に，九州支部が 10 年後に向かって目指すべき方

向の参考とさせて頂くべく，近畿支部，東海支部，関

東支部などの大規模支部での委員会・地区会などの組

織構成を参考にさせて頂きながら，検討を進めまし

た。そして，政府の「地方創生」の流れを受け，九州

支部でも，関東支部の都県委員会のように，地域での

活動の拠点になる組織を設ける必要性について，さら

に検討を進めました。支部会員の分布，県単位での組

織の必要性などから，将来的な県単位の地区委員会・

地区会を想定しながら，本年度に，広域連携・支援も

可能な地区委員会を 4つで新設する方向で準備をして

きました。具体的には，「福岡・沖縄委員会」「長崎・

佐賀委員会」「大分・宮崎委員会」「熊本・鹿児島委員

会」を予定し，県単位の部会を設ける方向で進めてき

ました。

（３） 位置付け

このような組織の見直しをしながら，10 周年記念事

業の位置付けについては，九州支部という組織にとっ

て，九州経済産業局，九州農政局，沖縄総合事務局，

中小機構，商工会議所，商工会，他士業団体などの公

的機関を中心にした外部の関係機関との関係構築をよ

り前進させることになる大きなきっかけにしたいと考

えています。このような人的なネットワークが密な形

になっていくことによって，ユーザである中小企業等

の支援が権利化に留まることなく事業化支援も可能に

なるなど，より良い形になり，地域の活性化に繋がる

のではないかと考えているところです。

九州支部としては，本年度に新設予定で進めてきた

地区委員会の活動が進むにつれ，地域知財の活性化へ

の貢献度が大きくなってくるだろうと思います。

さらに，10 年後の支部の姿を考えるときに，アジア

が近いという地の利も活かすことが重要だと考えてい

ます。すなわち，上記課題でも記載しましたが，ロー

カルな視点とグローバルな視点とを併せ持った形での

グローカルな視点がさらに重要になり，九州支部の活

動の方向性としては，九州支部会員がさらに活躍でき

る環境作りを進めていくことが大事になってくるだろ

うと思っています。

今回の 10 周年記念事業への九州支部にとっての意

義や位置付けを記載させて頂きましたが，10 周年記念

事業以降の九州支部の活動が他の支部にとっても参考

になるように，支部会員の皆さんと一致団結して，頑

張っていこうと思います。

以下，役員会，活動委員会，高専（九州沖縄地区）

委員会の活動について，記載します。

４．役員会

（１） 構成等

昨年度の役員会は，支部長 1名，副支部長 8名，幹
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事 8名，監査役 2名で構成されていました。副支部長

には，委員会担当，公募担当，会計担当に役割分担し

て担当して頂きました。幹事については，福岡県，佐

賀県，長崎県，大分県，熊本県，宮崎県，鹿児島県，

沖縄県の 8 県からそれぞれ 1名が選任されています。

例年，各幹事は，窓口責任者も兼務しています。昨年

度は，知財総合支援窓口との関係作りのために，各幹

事には，各県の知財総合支援窓口の担当にもなって頂

きました。

（２） 知財総合支援窓口との関係作り等

支部長としても，各地域に行き，その実情を実際に

把握するために，昨年の夏から秋にかけて，各県の幹

事に先方との調整をして頂きながら，可能な限り，幹

事等とともに各県庁や各知財総合支援窓口をまわりま

した。対外的な挨拶まわりという意味だけでなく，各

地元の会員の方々とはいろいろな話ができたため，大

変，有意義な時間を過ごせました。そのことを通じ

て，支部長の立場では，対外的にも組織としての地域

での受け皿が必要なことを感じ，また，各地域におけ

る会員同士の横の繋がりの大事さも感じ，振り返って

みると，現状から改善すべき点として記憶に残ったよ

うに思います。

昨年度に挨拶回りを地元の会員としたことは，地区

委員会を新設する方向において，影響が大きかったと

思います。その一つの成果としては，以前より支部役

員会では議論は行われていましたが，鹿児島県に関し

て，鹿児島専門士業団体協議会へのオブザーバ参加を

する結論が出ました。このことは，本年度は，熊本・

鹿児島委員会の鹿児島部会に引き継がれ，地元での組

織対応という形になり，より良い方向になっていくの

ではないかと期待しています。

さらに，知財総合支援窓口対応については窓口毎に

連携会議があり，役員が役割分担しながら参加してい

ます。昨年度は，福岡県，熊本県，沖縄県での会議に

出席しています。この連携会議への参加も，本年度の

10 周年記念事業をよいきっかけにして，他県について

も広がっていくのではないかと期待しているところで

す。

（３） 各県との協定に基づくセミナー

九州支部は，各県との間で，日本弁理士会が締結し

ている協定に基づき，支部長名で覚書を締結していま

す。具体的には，2006 年 5 月に福岡県との最初の締

結，2006 年 6 月に大分県との最初の締結，2011 年 7 月

に熊本県との最初の締結を行っており，いずれも更新

して現在も継続中にあります。協定に基づいて開催さ

れるセミナーについては，九州支部からは講師を派遣

しています。各県担当幹事は，このセミナーについて

の各県との窓口の役割を担当しています。

（４） その他の対外的な活動

昨年度の対外的な活動として，九州経済産業局主催

の「九州知的財産活用推進協議会」，沖縄総合事務局主

催の「沖縄地域知的財産戦略本部」，他士業団体の懇親

会等への参加がありました。他士業については，福岡

県弁護士会，日本公認会計士協会北部九州会，九州北

部税理士会，福岡県司法書士会，福岡県社会保険労務

士会，福岡県行政書士会，福岡県中小企業診断士協会

の総会懇親会や新春賀詞交歓会に参加しています。

（５） 今後

支部活動が活発化していく中での支部長の負担を軽

減すべく，昨年度の役員会では，半年近く，副支部長

の役割分担，幹事の役割分担のあり方を，継続して議

論してきました。地域知財の活性化という点では，各

県から幹事が選出されていることもあり，また新設予

定の地区委員会と役員会との連動を考えると，幹事の

役割の重要性が大きくなってくると考えています。も

ちろん，支部長をサポートする 8人の副支部長の役割

も大事であり，本年度に向けては，幹事と副支部長を

ペアにして県単位での地域活性化に取り組む形も想定

してきました。

５．活動委員会

支部設立の初期の頃から継続して存在する委員会

で，役員会での議決内容に沿って具体的な支部活動を

支えてきた委員会になります。

九州支部での特徴的な活動としては，約 6年前から

年に数回実施している九州経済産業局特許室との意見

交換会があります。昨年度は，この意見交換会を 3回

にわたり開催しましたが，この委員会が企画，調整を

行いました。

昨年度，この委員会は，①研修・勉強会担当，②広

報担当，③規則等担当，④ 10 周年記念イベント担当の

4つに分かれていました。
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（１） 研修・勉強会

この担当の委員は，支部主催研修・勉強会の企画，

運営等を担当していました。支部主催研修は，「商標

法を活用したブランディング戦略」「外国の商標法の

現状と今後の動向」「農林水産分野における知的財産

権」という 3 つのテーマで開催されました。ここで，

勉強会について，少し説明します。継続して 5年ほど

続いています。勉強会は，支部主催研修に加えて，登

録間もない若手を中心に，互いに自己研鑽をするこ

と，さらに支部会員同士の交流の機会になることを目

的としています。勉強会のテーマは，年によって異な

りますが，支部主催研修よりも自由度が高い形で開催

されてきています。昨年度については，「私が歩いて

きた道。失敗に学ぶ弁理士として中小企業との関わり

方」というテーマで開催されています。若手の参加も

多く，好評だったと聞いています。

（２） 広報

この担当は，支部だよりの発行，支部のホームペー

ジの運営，支部会員の名簿の更新などを行っていま

す。支部だよりでは，役員会，委員会等の活動内容や，

新規弁理士登録者の紹介などを行っており，例年，

1〜2回発行しています。支部会員の名簿作りは，約 6

年前の九州経済産業局特許室との意見交換会に端を発

し，弁理士ナビだけでなく，年配の方も多い中小企業

の経営者というユーザ目線ではペーパがあると見易い

という声を受け，作成に至った経緯があるものです。

この名簿への会員リストの掲載については，各会員に

掲載の有無を確認しながら作成し，今に至っていま

す。内容は，支部のホームページに掲載している支部

会員の情報とも連動させるようにしています。配布先

としては，九州経済産業局特許室等の公的なところに

配布してきました。本年度は 10 周年記念事業があり，

支部としては，この名簿は今後のための対外的な関係

作りでの重要なツールの一つですので，例年以上に，

その更新作業は重要なタスクだと思います。

ホームページの運営では，昨年度は，支部活動をで

きるだけ外に向けて PRすることにも取り組み始めま

した。3 月末に沖縄県中小企業診断士協会と締結した

覚書の調印式については，地元新聞紙に記事の掲載が

あったことに連動させつつ，支部のホームページでも

その内容を UPしました。その他にも，支部のホーム

ページには，活動委員会が中心になって対応したフク

オカ・サイエンスマンスのメインイベントへの出展に

ついても UPし，支部も共催であった知的財産価値評

価推進センター設立 10 周年記念セミナー（九州）につ

いても UPし，支部も主催した地域フォーラム（沖縄）

についても UPしました。さらに，昨年度は，ホーム

ページだけでなく，上記知的財産価値評価推進セン

ター設立 10 周年記念セミナー（九州）と地域フォーラ

ム（沖縄）については，フェイスブックでのイベント

を立て，告知効果や集客への影響についても，試して

みました。

（３） 規則等

この担当は，沖縄県中小企業診断士協会との覚書締

結の際の内容の検討の他，昨年 12 月の支部臨時総会

で承認された「地域知財の活性化」に関する九州支部

規則の改正の内容など，支部としての重要なテーマに

ついて具体的な検討を行い，役員会での審議をスムー

ズにする役割を果たしました。

（４） 10周年記念イベント

この担当は，委員長を中心にワーキンググループメ

ンバーも兼務し，役員会と高専（九州沖縄地区）委員

会との関係での横串の役割を果たしました。

（５） 今後

この委員会は，役員会と連動し，フクオカ・サイエ

ンスマンスのメインイベントの出展などを含めて支部

活動の全般にわたって支えてきましたが，今後は，地

域のことは地区委員会側で対応することになる予定で

すので，この委員会の役割としては，九州全域に関係

するような活動が中心になっていくと思います。

６．高専（九州沖縄地区）委員会

日本弁理士会九州支部は，日本弁理士会が 2012 年

12 月 10 日に九州沖縄地区国立高等専門学校との包括

連携に関する協定に締結していることに伴い，支部長

名で覚書も締結しています。九州支部は，この協定・

覚書に基づく活動について力を入れており，協定締結

後から高専毎に担当を決めて活動してきました。昨年

度は，その活動を本格化すべく，高専（九州沖縄地区）

委員会を新設しました。
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（１） 担当割り

この協定に基づく九州沖縄地区の対象の高等専門学

校は，久留米工業高等専門学校，有明工業高等専門学

校，北九州工業高等専門学校，佐世保工業高等専門学

校，大分工業高等専門学校，都城工業高等専門学校，

鹿児島工業高等専門学校，沖縄工業高等専門学校，熊

本高等専門学校の 9校となっています。昨年度は，九

州支部では，各高専に，2名〜4名を担当する形をとり

ました。

なお，委員長と副委員長は，10 周年記念イベント

ワーキンググループのメンバーにもなって頂いていま

した。

（２） 活動内容

昨年度は，まず，委員会を新設したことを含め，支

部長，担当副支部長，委員長，副委員長で，取りまと

め役の熊本高専にご挨拶に出向き，その後，各担当の

委員が各高専にご挨拶にまわりながら今後のことにつ

いての意見交換を行うことから開始しました。

具体的な活動としては，支部会員が高専での授業な

どを行っています。パテントコンテスト，デザインパ

テントコンテストなどの活用もイメージしながら活動

をしています。上記協定とは別に，日本弁理士会が独

立行政法人国立高等専門学校機構とも包括協定を結ん

でいることから，九州支部としては支援センターとも

連携しながら活動しています。

九州支部での特徴的な活動としては，一昨年度から

は熊本県工業連合会と熊本高専が主催する学生アイデ

アコンテスト「閃きイノベーションくまもと」におい

て九州支部長賞を授与しています。また，昨年度は，

更なる連携の広がりを考え，九州ニュービジネス協議

会主催の「大学発ベンチャービジネスプランコンテス

ト」（高専も対象）で，審査員を支部長名で引き受けて

います。さらに，昨年度は，若手の高専の先生に積極

的に参加して頂く形で，九州沖縄地区高専との間での

交流会も開催しました。

（３） 今後

この委員会は，今までの経緯を踏まえれば，高専と

の関係について，支援センターや他の支部にも参考に

なる取り組みに積極的にチャレンジしていく姿勢が大

事だと思っています。そして，この委員会は，高専と

の関係で，教育的側面に加え，公的機関との連携の他，

地元の中小企業との連携による事業化支援が期待され

ている状況にあります。

７．その他

（１） 知財教育

九州地域は，パテントコンテスト，デザインパテン

トコンテストでも知られているように，高校生などへ

の知財教育が盛んな地域であり，以前は，九州支部と

しても，九州経済産業局及び支援センターと連携した

小学校への特別授業も毎年のように開催されていた時

期がありました。九州支部としては，過去からの流れ

も踏まえ，高専だけでなく，大学，高校，中学校，小

学校などでの教育的側面でも役割を果たし，将来への

人財育成という点からも貢献することにより，九州の

地域知財の活性化において重要な役割を担っていくこ

とも大事な視点だと思います。

（２） 本会・他支部との連携

昨年度は，本会との関係では，業務対策委員会との

意見交換会，企業弁理士知財委員会との関係での「九

州・中国・四国地区在住弁理士との交流会」も開催さ

れました。また，昨年度は，関東支部の東京都中小企

業診断士協会との間でのワークショップにはオブザー

バ参加させて頂きました。このように，昨年度は，本

会の委員会や他支部との連携について，積極的にチャ

レンジできました。このような取り組みも，九州地域

の知財を活性化する上では重要な視点だと思いますの

で，交流を深め，連携を展開していくことに，引き続

き，トライしていければと思います。

８．まとめ

九州支部は，上記のように，将来に向かって，支部

会員が一致団結し，現状の課題をしっかりと受け止め

て認識し，地域の知財の現状を改善するために，本年

度の支部設立 10 周年記念事業を大きなきっかけにし

たいと思っています。そして，今後の九州支部の取り

組みが，他の支部の活動にも参考にもなるのではない

かという気持ちも持って取り組んでいます。本年度に

向けて，具体的に実行すべく，その一つの具体的な課

題解決手段として，地域知財の活性化において重要な

役割を担う予定の地区委員会を新設するなどの組織の

改革も進めてきています。このような地方創生とも連

動する地域毎の組織が，公的な関係機関を中心にした
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対外的な関係作りをさらに積極的に進めていく上での

重要な役割を果たし，九州支部が，九州地域の知財の

活性化，さらには九州地域の中小企業等の活性化によ

る九州地域の活性化に大きく貢献することができるの

ではないかと思っています。

以上

(原稿受領 2015. 4. 17)
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